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・
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串
博
士
神
戸

?
ル
サ
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の
恐
慌
論
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-
-
-
-
-
髄
消
阻
ナ
士
谷
口

持
皐
由
旬

h
Z掴
川

-
-
=
筒
、

W
打

長
崎
ω
機
紬
庇
克
綱
漁
業
む
金
融
情
孔
法
恥
士
長
谷
川
安
弐
郎

抱

脇

常

柑

仙

フ
ラ
ン
ス
の
新
貨
幣
制
度
に
就
て
・
里
町
血
中
士
松
岡
孝
児

英
蘭
銀
行
内
成
立
及
び
設
展
過
程
に
就
て
組
縄
問
唱
士
一
谷
藤
一
郎

大
阪
嬬
替
曾
祉
の
業
績
・
・
・
・
純
湾
周

Z
菅
野
和
太
郎

最
屯
の
諸
岡
幣
制
改
革
の
傾
向
'
-
経
済
問
主
島
本
融

都

帽

錦

崎

京
都
府
に
於
げ
る
士
卒
。
蹄
農
商
に
就
て
-
経
済
却
下
仕

英
国
新
聞
界
の
コ
ン
ツ
品
ル
ン

国
際
統
計
協
曾
ご
闘
際
聯
盟

議

聾

堀

江

磯

部

制

調

明

」

」

菊

田

間
尚
早
ι仁

相

載吉正

彦雄

喜 f呆
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太

郎



英
蘭
銀
行
の
成
立
及
び
器
展
過
程
に
就
い
て

(上
d

各L

藤i

Jî~; 

は

L 

カ2

き

英
樹
担
行
は
見
。
長
豊
岡
田
史
的
強
民
自
純
泉
+
宇
晴

E
閣
内
唯
一
。
賞
品
T

銀
行
と
し
て
燭
占
的
に
銀
行
券
を
盛
行
し
、

R
-
の
財
政
機
聞
と
し

て
巨
甑
山
岡
山
金
山
牧
支
を
掌
り
公
債
に
附
す
る
事
務
を
併
せ
取
扱
U
.
更
に
銀
行
の
叫
行
在
し
て
倫
牧
市
中
融
行
は
釦
諭
脚
〈
一
般
地
方
銀
行

の
最
後
の
支
抑
部
制
金
量
保
有

L
、
英
醐
金
融
市
誌
に
於
て
柚
め
て
優
越
せ
る
地
位
を
白
む
る
も
の
で
あ
る
。
柚
拡
株
式
銀
行
自
殻
越
は
愈

s嗣

者
に
所
訓
宜
允
銀
行
内
如
〈
共
白
資
本
金

A
び
積
立
金
に
於
て
英
嗣
拙
行
に
便
り
或
は
之
を
雌
タ
る
由
勢
あ
る
も
山
在
る
に

A
V、
英
蘭
銀
行
山

金
融
統
制
由
上
に
右
す
る
掛
力
に
就
い
て
挺
問
を
拙
〈
者
ず
ら
止
ず
る
に
豆
ワ
た
が
、
総

L
英
嗣
銀
行
が
府
自
椅
理
由
に
よ
り
て
倫
よ
{
金
融
市

場
に
於
て
特
殊
な
る
地
位
宜
占
め
て
居
る
こ
と
は
謝
到
ど
あ
る
。
共
故
に
英
山
醐
削
醐
引
が
白
む
る
特
殊
な
る
地
位
を
陸
史
的
に
把
握
せ
ん
と
す
れ
ば

輩
出
世
鉱
行
と
し
て
の
・
一
白
財
此
概
酬
と
し
て
の
・
及
び
拙
行
自
銀
行
と
し
て
由
央
闘
叫
行

ω
=一
方
面
に
就
い
で
先
々
研
究
を
施
す
由
誕
あ
る
ζ

と
は
明
か
て
あ
る
。
拙

L
今
私
は
期
〈
白
如
、
さ
研
究
の
最
初
白
一
部
に
該
首
す
る
励
.
印
ち
英
醐
銀
行
副
知
何
に
し
て
設
立
せ
ら
れ
、
互
如
何
な

る
週
間
を
組
で
其
白
特
随
的
地
位
が
硝
立
せ
ら
れ
た
る
か
に
就
い
て
ゆ
h
F

珊
か
4
4
J
表
監
試
み
た
い
と
思
ふ
自
で
あ
る
。

第

序

説

現
代
に
於
て
其
の
光
糊
め
る
歴
史
芭
優
越
せ
る
地
位
正
に
大
な
る
於
侍
を
有
す
る
英
蘭
銀
行
も
決
し
て
最
初
よ

b
鵠
采
立
て
る
理
論
仁
よ
っ
て
一
の
会
館
Z
し
て
其
の
設
立
が
企
圃
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
〈
、
ヌ
共
の
成
立
嘗

詑

苑

英
蘭
範
行
自
成
立
及
び
霞
艮
過
程
に
就
い

τ

第
二
十
λ
巻

五
七
七

第
四
揖

七
七



孟量

耳』

第
二
十

λ
巷

七
J丸

五
七
λ

第
凶
凱

英
胤
観
釘
白
成
主
u
A
U
謹
M
出
過
程
に
就
い
℃

初
に
於
工
は
現
在
見
る
が
如
、
ョ
完
全
さ
を
も
有
し

τゐ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
英
闘
銀
行
は
質
際
的
必
要
に
勝
也

ん
が
織
に
幾
多
の
困
難
に
際
曾
し
っ
、
一
歩
々
々
正
建
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
意
味
に
於
て
は
英
闘

に
於
け
る
他
の
枇
曾
的
政
治
的
諸
施
設
に
比
し
大
な
る
特
徴
あ
る
も

ωで
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

英
前
銀
行
成
立
常
川
の
政
治
副
食
事
伯
M
A
び
創
立
蛍
初
に
於
て
英
駒
銀
行
が
政
府
に
劃
し
て
有
し
て
居
っ
た
閲

係
が
銀
行
正
い
ふ
よ
り
事
ゐ
一
一
仰
の
金
融
市
問
問
E
E日
(
い
O
E
Eミ
た

る

ω蹴
ゐ
h
し
ニ
己
及
び
共

ω形
態
、
機

憾
に
就

τ何
等
机
織
的
社
滋

ωな
h
r
b
し
こ
ご
等
よ
り

L
て
英
嗣
銀
行
は
政
府
府
政
の
鰐
乏
を
救
憐
ず
る
し

ω円
怖

の
み
よ
り
設
立
せ
ら
れ
、
+
丸
山
刷
銀
行
は
間
半
に
偶
然
山
機
曾
に
産
れ
山
で
し
も
の
、
如
〈
に
も
解
せ
ら
れ
る
。

も
ご
よ
b
-
の
事
象
の
資
生
の
錦
に
は
勘
機
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
而
も
動
機
は
何
等
か
の
偶
然
の

機
品
目
仁
生
十
る
も
の
で
ゐ
る
。
然
L
此
の
偶
然
の
動
機
的
後
生
を
必
然
な
ら
し
め
る
基
礎
が
よ
ち
根
祇
に
存
在
す

る
己
見
な
り
れ
ば
事
象
的
原
因
を
徹
底
的
に
明
瞭
に
把
握
す
る
こ
ご
を
得
る
も
の
で
は
な
い
。
並
(
故
、
英
前
銀
行

成
立
の
動
機
的
み
を
見
て
英
蘭
銀
行
は
単
な
る
偶
然
内
産
物
に
過
ぎ
ぬ
吉
断
す
る
は
皮
相
な
る
見
解
ご
一
五
は
な
げ

れ
ば
な
ら
刷
。
財
政
窮
乏
の
救
済
が
英
樹
銀
行
成
立
的
動
機
で
ゐ
っ
た
に
[
て
も
共
の
動
機
を
必
然
な
ら
し
め
た

基
礎
が
其
的
根
抵
に
存
在
す
る
に
非
れ
ば
、
恨
ム
ザ
其
の
成
立
が
可
能
で
あ
っ
た
に
じ
工
も
今
日
見
る
が
如
語
大
な

る
俊
民
を
遂
「
る
こ
ご
は
到
底
望
み
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
過
し
政
府
的
需
要
を
充
足
せ
し
む
る
怨
に
の
み
設

立
せ
ら
れ
た
る
も

ω正
す
れ
ば
最
初
か
ら
北
(
の
笹
川
肱
に
必
要
な
る
僚
件
を
具
備
し
て
ゐ
な
い
V

も
の
ご
一
去
ひ
得
ら
れ

る
で
あ
ら
う
。
長
故
、
私
は
英
蘭
銀
行
戚
立
の
原
因
を
基
礎
ご
動
機
ご
に
分
も

τ考
察
を
試
み
る
こ
ピ
、
す
る
。
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第

英
蘭
銀
行
成
立
の
基
礎

前
に
鴻
べ
た
る
ヰ
-
-
ろ
よ
ち

L
t
、
英
関
銀
行
の
成
立
に
就
い
て
は
共
の
直
接
原
因
た
る
動
機
内
他
に
動
機
を

必
然
な
ら

L
め
た
基
礎
を
考
察
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ

F

」
ぜ
が
切
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
私
は
官
時

ω
経
済
扶
胞
を

見
、
之
が
英
嗣
銀
行
の
成
立
公
促
す
素
地
己
な
ち
し
一
』
子
炉
」
説
明
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。

イ
十
七
世
紀
に
於
り
る
級
協
仰
の
後
逮
正
金
融
機
関
。

現
代
見
る
が
如
き
英
国

ω経
済
俊
燥
の
基
礎
は
貨
に
十
七
祉
紀
に
築
か
れ
た
の
で
あ
っ

τ、
此
的
時
期
に
於
て

英
園
山
産
業
は
中
世
に
於
け
る
諸
々
の
総
枠
よ
り
股
l
閥
若
な
品
縫
品
酬
を
設
げ
た
。
此
の
事
以
十
七
世
抑
仙
の
初
期

ご
末
葉
Z
ω
経
済
同
肌
磁
を
比
枕
す
れ
ば
極
め
て
明
か
で
め
る
。
却
も
一
六

O
九
年
に
官
時
の
鉛
製
貨
幣
代
用
物

-E弘
仲

orEω

が
漸
〈
銅
賞
ピ
代
へ
ら
れ
し
如
き
頗
る
幼
稚
な
る
欣
態
な
'
り

L
に
一
六
九
四
年
に
は
英
腕
に
於

τ

最
初
の
銀
行
券
が
兎
も
角
流
通
す
る
迄
に
進
歩
し
、
一
六

O
七
年
五
十
頓
位

ω船
舶
四
十
隻
に
過
ぎ

g
h
Lも
の

が
一
六
九
五
年
に
は
一
一
百
噸
以
上
の
般
航
四
十
隻
三
な

h
、
航
海
保
例
以
前
英
岡
崎
の
商
人
迭
は
大
部
分
和
闘
の
船

舶
に
よ
っ
て
彼
等

ω商
品
を
運
搬
せ
し
に
航
海
保
例
拠
出
布
以
後
英
凶
輸
出
入
貨
物
の
運
搬
は
英
人
の
手
中
に
蹄
L

此

ω結
川
市
貿
易
外
凶
受
取
勘
定
を
増
加
せ

L
め
た
。
夏
に
一
大

O
O年
呂

ま

な

b
し
法
定
利
子
歩
合
は
一
六
二

四
年
に
∞
蕊
正
な
h
一
六
六
一
年
に
は
∞
次
に
遁
下
す
る
に
至
っ
た
。
又
一
六

O
O年
に
地
租
牧
入
漸
〈
大
百
高

砂
な
b
し
も

ωが
、
一
六
九
八
年
に
は
約
一
千
四
百
高
磁
の
多
き
に
上
っ
て
ゐ
る
o

共

ω他
繊
維
工
業
は
徐
々
に

で
は
ゐ
る
が
然

L
健
貨
に
進
歩
し
遂
に
和
蘭
よ
ち
棚
州
立

L
・
十
七
世
紀
前
宇
に
於

τ織
布
は
加
工
及
び
染
色
の
錦

設

苑

央
臨
咽
品
行
。
成
立

A
V畿
展
過
程
に
就
い
て

第
一
一
十
人
容

五
士
主

第
四
蹴

-1: 
丸



設

施

A 
O 

英
蘭
調
行
白
成
立
及
世
琵
艮
過
程
に
就
い
て

E
A
O

に
和
蘭
へ
輸
出
せ
ら
れ
其
の
額
賞
時
の
輪
出
組
側
の
約
五
分
の
一
を
占
め
て
ゐ
化
。
か
〈
此
内
世
紀
智
通
じ
て
行

は
れ
し
打
続
(
幾
多
内
政
治
的
宗
敬
的
紛
争
に
も
拘
ら
宇
英
幽

ω
綴
憐
扶
態
は
着
賞
に
著
し
〈
進
歩
し
た
の
で
あ

第
ニ
十
八
巻

第
四
都

1.， 
o 

然
る
に
英
闘
に
於

τは
現
代
の
意
味
の
銀
行
業
は
一
六
四

O
年
迄
は
存
在
し
て
ゐ
な
か
っ
た
。
ぞ
れ
迄
の
長
き

問
凡
て
の
商
人
遣
は
其
の
所
有
に
局
す
る
地
金
及
び
貨
鮮
は
之
セ
便
宜
正
安
全
己
の
一
潟
に
造
幣
局
問
。
可
包
豆
町
田
仲

弘
叶
0
4
R
に
預
託
す
品
川
慣
訴
を
有
し
て
ぬ
た
ω
?
ゐ
品
川
r
.
3
一
六
四

O
年
内
『
月
日
間
一
世
が
政
府
財
政
指
摘
乏
の

錫
正
は
い
へ
無
謀
に
も
其
の
預
託
せ
ら
れ
た
る
地
金
比
ぴ
貨
併
を
波
枚
し
た
結
巣
政
府
り
威
信
金
〈
地
に
墜
ち
商

人
迭
は
夫
h
M

自
己
の
金
庫
の
中
に
貯
滅
す
る

ω他
途
な
旨
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
之
に
も
純
々
の
算
書
が

伴
ひ
商
人
迭
を
困
勉
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
尚
人
漣
は
内
紛
相
夜
ぎ
其
の
危
険
な
る
を
拍
車
知
す
る
や
金
匠

Q
O
E
a

ω
自
答
に
共
の
地
金
貨
帯
を
預
託
し
た
の
で
あ
る
。
金
匠
は
通
貨
に
就
き
一
般
大
衆
よ
り
も
よ
b
正
確
な
る
知
識

を
有
し
、
其
の
預
託
せ
ら
れ
た
る
貨
併
を
他
に
融
通
し
有
利
に
運
用
す
る
こ
ご
を
得
た
る
結
巣
預
金
に
封
し
刺
子

を
典
へ
た
の
で
金
匠
に
射
す
る
預
金
は
漸
増
す
る
に
至
っ
た
。
而
し
て
金
匠
は
共
の
預
託
せ
ら
れ
た
る
地
金
及
び

貨
幣
仁
謝
し
所
謂
金
匠
手
形
同
の
o
E朗自一吾

Z
O古
を
後
行
し
た
の
で
あ
る
が
金
匠
の
信
用
厚
き
鎗
め
、
品
山
の
手
形

に
拙
到
し
認
め
ら
れ
る
信
用
も
大
に
柳
川
鴨
流
通
す
る
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る
。
金
匠
は
回
目
ro自
己
稀
せ
ら
れ
大
に
活

躍
し
た
の
で
あ
る
が
一
六
七
二
年

n
Eユ
日
二
世
が

HNRrsza
の
支
出
を
停
止
し
金
匠
よ
り
の
借
入
金
を
返
却

せ
F
る
こ

z
h
r
宣
言
す
る
や
金
匠
は
も
ご
よ
り
金
匠
の
顧
客
た
る
一
般
商
人
連
も
大
な
る
打
撃
を
裳
b
深
甚
な
る

影
響
は
枇
曾
の
各
方
面
に
及
ぶ
に
至
っ
た
。

正;7.∞。.0四と見積られてゐる。
Philippovich， D悶 Ba.n!5.VO~ En~l;:!ld.. ~. J3. ~4・
lV!acleod. Theory and PractIce oI l3anking. vol. I. p・433.
正120∞oに上晶。
其 由 額正 1.328.;26民主畠1""



ロ
通
貨
の
欠
乏
に
謝
す
る
不
卒
Z
利
子
引
下
の
要
求
。

，.、前
に
市
地
べ
た
る
如
く
英
闘
の
経
憐
朕
総
は
十
七
世
紀
に
於

τ異
常
の
畿
逮
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
が
之
に
伴
ひ
取

引
の
決
済
に
要
す
る
通
貨
の
需
要
は
漸
次
増
大
す
る
仁
至
っ
た
o
然
る
に
賞
時
英
闘
に
於
て
は
猶
太
人
及
び
商
人

遼
の
聞
に
利
盆
を
得
る
の
目
的
を
以

τ鋳
貨
を
鋳
潰
し
て
海
外
に
輪
出
す
る
こ
ご
が
盛
に
行
は
れ
、
主
な
き
だ
に

一
般
商
業
に
従
事
せ
る
人
々
の
聞
に
痛
切
に
戚
や
ら
れ
て
も
北
通
貨
供
給
の
不
足
に
劃
す
る
不
卒
を
愈
I
大
な
ら

し
め
銀
貨
の
欠
乏
は
一
点
九

O
年
に
其
の
極
度
に
越
し
た
。

次
に
常
時
英
闘
を
凌
駕
L
世
界
商
業
の
覇
権
を
掌
握
し
て
ぬ
た
の
は
和
蘭
で
あ
っ

τ英
国
は
和
蘭
を
目
標
正

L

T
綿
々
の
政
策
会
講
じ
白
闘
の
俊
民
を
策
し
て
ゐ
穴
の
で
あ
っ

k
o
彼
の
一
六
五
一
年
じ
畿
布
せ
ら
れ
た
る
航
海

保
例
は
其
山
一
例
で
ゐ
る
o

而
も
品
川
和
蘭
附
業
の
後
艇
の
顕
著
な
る
根
本
的
原
因
は
和
闘
に
於
り
る
金
利
の
低
廉

な
る
仁
ゐ
b
t
の
事
貨
を
後
見
す
る
じ
至
つ
に
。
英
闘
に
於
り
る
利
率
も
前
週
の
如
〈
一
六
O
O年
に
呂
芯
な

b
し
も
一
六
六
一
年
に
は
由
ま

Z
な
b
漸
抗
低
下
の
傾
向
を
呈
せ

L
も
そ
は
単
に
名
目
に
止
ま
り
依
然
ご
し
て
高

利
が
貧
ら
れ

τゐ
た
の
で
あ
る
o

M町

7
2
F
n
E
E
の
如
き
は
官
時
の
刑
事
由
ま
は
向
高
利
に
過
ぐ
る
ご
し
真

に
減
じ
て
£
弘
正
な
吉
ん
か
英
国
的
宮
は
来
る
べ
量
二
十
年
の
中
に
倍
加
せ
ら
る
べ
し
ピ
考
へ
た
。

針
通
貨
の
素
乱
ピ
紙
融
市
俊
行
の
要
求
。

嘗
時
英
国
に
於
て
翠
に
通
貨
の
供
給
が
需
要
に
劃
し
不
足
で
あ
っ
た
の
み
で
は
な
〈
通
貨
は
異
に
奈
乱
の
吠
鶴

仁
あ
っ
た
。
卸
も
通
貨
の
質
は
組
思
を
極
め
通
貨
は
幾
度
か
其
の
宵
債
を
切
h
下
げ
ら
れ
、
或
は
偽
造
せ
ら
れ
、

遂
に
一
六
九
四
年
に
は
其
の
最
高
頂
に
遣
し
其

ω殆
ど
凡
て
が
法
定
重
量
を
す
ら
有
せ

F
る
の
有
様
ぜ
な
b
、
劣

説

~~ 

λ 

英
繭
銀
行
自
成
主
北
び
遊
民
過
程
に
就
い
て

第
四
銃

第
二
十
八
谷

五
λ 

Macleod， ibid. vo1. 1. PP. 44'-442 
拘J;'0司 ...:tt.tZ5(/，)制鑑があフた。

Macleod. ibid. vol. J. P目 453・
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話

苑

第
二
十
八
巻

五
月、

英
断
醐
醐
司
自
成
立
及
が
猿
展
過
程
に
就
い
て

悪
な
腕
提
唱
貨
僻
が
流
通
す
る
に
至
っ
た
が
故
に
其

ω授
受

ω際
に
非
常
な
る
手
数
を
伴
っ
た
。
而
も
鋳
貨
の
園
間
値

は
日
々
一
漣
克
し
て
止
ま
ら

F
る
が
知
き
極
め

τ不
安
定
な
放
践
に
ゐ
っ
た
が
故
に
商
人
遣
は
彼
等
が
受
取
っ
た
吉

正
に
岡
償
佐
に
於
て
流
通
す
品

h
t
の
確
賞
な
る
段
tr
有
す
る
紙
幣
の
俊
行
を
単
ゐ
希
同
講
す
る
に
重
っ
た
の
で
ゐ

e
Q
O
 

第
凹
腕

凡

斯
〈
の
如
〈
英
凶
経
憐
祉
曾
は
金
融
機
関
の
不
備
に
苦
し
め
ら
れ
、
之
に
伴
っ
て
通
貨

ω欠
乏
、
利
子
の
高
率

引

A
ぴ
通
貨

ω混
乱
に
縮
〈
悩
ま
丸
切
れ
て
ぬ
た
の
で
め
ゐ
が
、
一
附
出
版
佐
一
件

ω彼
方
に
時
ゃ
ん
炉
、
共
雌
に
は
阪
に

古
〈
〈

g
r
p
の
2
2
の
嗣
銀
行

ω存
す
る
あ
り
、
近
〈
は
一
六
O
九
年
に
設
立
せ
ら
れ
し
〉
自
且
2
E
E
銀
行

あ
h
叉
出
釦
日
宮
町
開
銀
行
ゐ
h
I

是
等
以
蛍
時
何
れ
も
大
銀
行
Z
し
て
大
い
て
活
闘
し
・
而
も
の
2
2
銀
行
を

除
き
た
る
他
州
議
銀
行
は
凡
て
商
人
の
便
宜
的
活
に
設
立
せ
ら
れ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
〉
自
民
Z
E
R
〈
自
一
日
、

出釦
E
E
d
等
に
於

τは
凡
て
の
手
形
及
び
大
口
の
支
柚
酬
は
通
常
其
等
の
銀
行
仁
一
於
て
決
済
せ
ら
れ
商
人
の
之
が

震
に
要
す
る
手
数
が
省
略
せ
ら
る
、
こ
正
大
で
ゐ
っ
た
。
真
に
此
の
他
に

Z
8
-
F
及
び
出
。
-
。
問

E
銀
行
ゐ

h
、

是
等
二
銀
行
は
の
2
0白
銀
行
Z
共
に
悔
の
三
銀
行
Z
異
り
某
の
資
金
を
図
家
に
賃
上
げ
以
て
利
盆
が
産
み
出
苫

る
べ
き
源
泉
正
春
倣
し
、
特
楼
を
享
受
し
て
ゐ
花
。
是
等
の
事
情
を
熟
知
せ
る
英
国
民
が
政
府
を
促
し
て
一
方
に

於

τは
商
業

ω便
宜
を
計
る
銭
に
紙
併
を
緩
行
し
、
こ
れ
に
よ
ち
て
を
れ
自
身
り
信
用
含
維
持
す
る
の
み
な
ら
す

他
方
に
於

τ政
府
に
貸
上
を
な

L
英
信
用
を
支
持
す
る
が
如
き
機
開
設
立
に
劃
す
る
要
求
が
英
蘭
銀
行
設
立
の
索

地
ご
な
つ
七
・
』
ご
は
明
か
で
ゐ
ら
う
。

以
上
述
べ
た
る
が
如
〈
に
し
て
英
国
に
於
て
銀
行
設
立
仁
封
ず
る
要
求
は
漸
次
強
烈
E
な
h
他
日
英
蘭
銀
行
成

官時四i民態に就ては Mflcleod，ibid. yol目I.p. 454以下に詳細の叙越があるo
Andr臼d包.ibid. p-47以下コ

l¥hcpherson， Annals of CO!l1merce， vol ]1. p. 6ぅ6
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]4. 

15) 



立
の
基
礎
を
作
っ
た
の
で
ゐ
る
炉
、
如
何
に
基
礎
が
確
立
す
る
も
一
の
事
象
が
現
質

ω形
態
正
な
っ
て
現
は
れ
る

錫
に
は
何
等
か
の
外
界
の
機
縁
戒
は
動
機
が
必
要
で
あ
る
o
比
の
意
味
に
於
て
動
機
は
梅
め
て
重
大
な
る
任
務
を

有
す
る
も

ω
E況
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
動
機
t
は
如
何
な
る
も
の
で
ゐ
つ
陀
か
?

明
に
す
品
で
ゐ
ら
う
。

攻
簡
に
於
て
之
を

第

英
蘭
銀
行
成
立
の
動
機

J
目、戸山
H
v
p
d

一
二
世
帥
伎
の
故
時
.
英
酬
の
財
政
枇
入
は
約
百
六
七
十
前
副
切
で
あ
り

τ共
の
大
部
分
は
隙
伽
軍

ω
技

用
に
充
て
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
め
る
。
然
し
か
、
る
枚
入
の
み
を
以

τし
て
は
戦
時
は
勿
論
平
時
に
於
て
き
へ
も
倫

不
足
で
あ
b
諸
種
の
刺
税
が
新
に
課
徴
せ
ら
る
う
』
正
、
な
っ
た
が
依
然
財
政
枚
入
は
不
足
で
ゐ
っ
た
。
而
も
政

府
の
信
用
は

D
E
E
一
世
及
び
二
世
の
謡
き
先
例
が
踊
し
蛍
時
倫
敦
に
於
て

E
額
の
借
上
げ
の
困
難
な
る
は
も

芭
よ
h
.
僅
少
の
惜
上
金
す
ら
も
容
易
な
ら
古
る
迄
に
薄
弱
で
め
っ
た
。
然
る
に
備
前
西
正
の
戦
争
開
始
せ
ら
晶

、
や
平
時
に
於

τす
ら
倫
不
足
な
る
牧
入
は
愈
々
不
足
を
告
げ
政
府
は
非
常
な
る
窮
境
に
陥
る
-
』
吉
、
な
っ
た
。

時
の
戒
相
員
。
ロ
E四
5
は
一
六
九
二
年
じ
ト
ン
チ
Y
H
常
債
を
後
行
し
其
の
他
宮
築
会
債
を
脇
田
行
す
る
等
臨
機
の
騰

急
策
を
採
h
し
も
御
所
要
り
経
費
を
満
す
を
得
宇
財
政
は
依
然
窮
乏
を
告
げ
て
ゐ
た
の
で
ゐ
る
引
弦
に
於
て
嘗
時

一
般
の
要
求
せ

L
一

ω銀
行
を
設
立
し
之
に
よ
っ
て
資
金
を
借
上
げ
窮
境
ヤ
切
抜
り
ん
ご
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
越
ぷ
る
が
如
に
し
て
確
立
せ

L
基
礎
の
上
に
勘
機
が
働
き
か
け
商
者
は
互
に
困
〈
結
合
し
て
遂
に
英
蘭
銀

行
を
産
み
出
苫
ん
ご
す
る
の
機
運
は
愈
b

熟
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。

詑

亮

入

英
陶
輯
有
田
成
立

A
d日
賞
展
過
程
に
就
い
て

第
二
十
八
巻

五
八
三

第
四
親

Macphe目 on，Annals of Commerce. vol. ]1. P田 657

賞時政府は資金目借上げに大なる圃雌を感じ価肝十高二十部暗E借上げる震

にも倫敦市命に町重に懇願栓在けれぽなιtかったのて'ιz。
Maεleod. ihid. voL J. pp. 445-446 
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諮

英
瑚
調
行
自
成
立

A
F賞
展
過
程
に
就
い

τ

J、
凹

第
二
十
八
巻

五
八
四

耳匝

第
四
親

第
四

英
蘭
銀
行
創
設
の
計
童
さ
其
の
反
封
論

英
関
銀
行
設
立
の
機
運
熟
す
る
己
共
に
之
が
計
査
は
多
数
の
人
牟
に
よ
っ
て
畿
表
せ
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
が
叫
是

等
山
一
計
輩
的
大
部
分
は
彼
の
〉
自
拝
2
骨
日
銀
行
を
飽
正
し
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
見
え
る
。
然
し
仮
令
此
の
銀
行

が
和
蘭
に
ぜ
つ
て
は
貴
重
な
も
の
で
あ
り
且
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
芭
は
疑
な
き
ニ

Z
で
あ
っ
た
正
し
て
も
、
ぞ

れ
が
果

l
て
英
闘
に
於

τ逃
散
で
わ
品
か
否
が
は
甚
ど
疑
問
で
わ
品
。
告
は
兎
色
角
正
し
て
過
去
数
年
間
に
於
て

の
E
B
銀
行
を
範
ご
し
同
時
に
蛍
時
の
伽
人
銀
行
的
如
〈
銀
出
引
券
及
び
手
形
を
流
通
せ
し
め
得
る
が
如
き
銀
行
設

立
の
計
査
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
〉
ぬ
た
こ
正
は
事
質
で
あ
る
。
而
し
て
滅
相
冨
O
ロ
官
四
百
に
よ
っ

τ採
用
せ
ら
れ

た
る
も
の
は

42U自
E
3
2げ
案
で
あ
っ
た
。
彼
は
飯
仁
一
六
九
二
年
仁
年
々
六
蔦
五
千
磁
の
経
由
筑
を
支
出

し

τ百
高
磁
山
資
金
を
政
府
の
織
に
調
達
せ
ん
ご
す
る
計
章
を
樹

τし
も
失
敗
に
終
り
、
次
い
で
一
六
九
四
年
の

初
日
一
百
高
磁
を
年
認
の
利
子
で
調
建
せ
ん
己
す
る
の
計
査
を
樹
て

L
も
之
も
亦
質
現
を
見
守

Lτ
止
ん
ら

斯
〈
て
彼
は
一
度
な
ら
宇
再
度
的
失
敗
に
も
拘
ら
も
'
些
一
も
落
惚
す
る
正
・
】
ろ
な
〈
真
に
年
額
十
高
械
の
経
費
を
支

那
ひ
て
百
二
十
高
磁
の
資
金
を
政
府
的
震
に
調
達
せ
ん
E
企
て
た
。
彼
が
一
度
此

ω計
査
を
畿
表
す
る
苧
冨
の
聞

ME

psq-
回町

E
E
H
M
E
E々
の
色
町
内
可
及
び
嘗
時
束
印
度
曾
枇
に
封
し
不
満
の
念
を
抱
き
居
h
L人
々
は
何
れ

も
同
町
市
目
。
ロ
を
支
持
し
事
賞
じ
於
て
は
寧
ろ
彼
に
取
っ
て
代
h
，
L
富
山
岳
包
の
色
町
内
々
が
此

ω計
壷
の
先
頭
に

立
っ
て
ゐ
化
。
而
L
て
遂
に
此
山
計
垂
は
者
向
司
自
ι
宮

2
5
岡
山
口
或
は
所
調

H
S
E問
。
回
己
的
中
に
掃
入
せ

ら
れ
る
こ

Z
、
な
っ
た
。
賞
時

]
r
H
r
z
o
-
0
0
品
中
々
は
「
若
し
銀
行
が
三
十
高
磁
以
上
を
死
滅
せ
宇
に
百
二
十
高

ftugh. ChaI11be.r!<t;In. l:Ie~~y Roþi~son ， William Paterson等。
Maepherson. ibid. vol. 11: p. 656 
t庄は 1658年に主れ白 l旬稿に脇し、靭夜宮持となり有力者となワたが胡時海
時四砕に技じたるととあり又宜敬師たりしと&ありしと茸は札てゐる固
Macleud. ibid. ..-01. 1. p. 447 21) 



出
脚
立
賞
金
を
蓮
縛
す
る
こ
ピ
を
得
る
な
ら
ば
銀
行
は
九
十
世
両
磁
を
新
た
に
英
国
に
賛
ら
す
こ
ど
を
得
る
で
あ
ら

う
。
か
く
て
銀
行
は
通
貨
を
豊
富
に
し
商
業
を
容
易
に
且
安
全
に
笹
ま
し
り
る
こ
ど
が
出
来
る
・
-
-
-
然
し
結
局

此
の
計
査
の
望
ま
し
き
効
巣
は
枇
曾
に
大
な
る
便
宜
を
供
す
る
時
に
始
め
て
よ
〈
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
而

し

τ此
ω
銀
行
の
犬
な
る
利
一
範
に
就
て
は
最
早
是
れ
以
上
云
々
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
山
吉
遁
ぺ
頗
る
自
信

を
有
し
て
ゐ
た
か
り
ゃ
う
で
め
る
。

然
る
に
此
の
計
査
に
劃
し
て
は
其
の
熱
心
な
る
支
持
者

ω聞
に
す
ら
幾
多
の
誤
解
ピ
疑
問
ご
を
以

τ見
ら
れ
て

計

)

)

ゐ
た
の
で
あ
る
が
も
一
個
人
銀
行
業
者
及
び
高
利
貸
、
二
英
蘭
銀
行
に
劃
し
競
争
的
地
位
に
立
つ
べ
き
企
闘
の
計

壷
者
及
び
三
自
由
議
員
に
し
て
意
見
を
異
に
す
る
者
及
び
保
守
黛
員
等

ω、
経
済
、
政
治
の
岡
方
面
仁
於
て
反
劉

的
地
位
に
立
つ
人
々
か
ら
各
々
異
れ
る
動
機
か
ら
で
は
あ
る
が
而
も
一
様
に
極
め
て
激
烈
な
攻
撃
が
此
の
英
蘭
銀

行
創
設
内
計
責
に
費
し
て
加
へ
ら
れ
た
凶

卸
も
銀
行
業
者
定
は
英
蘭
銀
行
は
園
内
の
凡

τの
資
金
を
吸
股
し
英
の
結
果
商
業
に
従
事
す
る
人
々
に
高
き
利

子
を
強
制
的
に
支
抑
は
し
む
る
こ
吉
、
な
る
で
あ
ら
う
こ

Z
を
憂
慮
し
、
競
争
的
地
位
に
立
つ
べ
き
企
闘
の
計
章

者
遥
は
銀
行
が
徐
h
有
力
芭
な
れ
ば
そ
れ
が
経
済
枇
曾
の
中
極
的
地
位
を
占
む
る
は
勿
論
、
や
が
て
銀
行
の
失
墜

は
英
閥
会
健
の
産
業
の
破
滅
を
来
た
す
で
あ
ら
う
ニ
ピ
を
恐
れ
た
。
而
し
て
自
由
黛
員
仁
し
て
意
見
を
異
に
す
る

者
逮
及
び
保
守
満
員
は
地
の
計
査
に
反
劃
す
る
こ
ご
に
於
て
は
一
致
し
て
ゐ
る
が
其
の
論
健
は
全
然
反
掛
で
あ
っ

た
。
郎
も
前
者
は
政
府
が
自
由
に
銀
行
よ
h
資
金
を
借
上
や
る
を
得
る
の
結
果
銀
行
の
設
立
は
財
政
上
の
制
肘
従

て
一
岡
政
策
の
牽
制
を
有
名
無
賞
じ

L
結
局
専
制
王
国
仁
導
〈
で
あ
色
う
正
考
へ
た
。
此
の
放
に
銀
行
が
議
舎
の

院

苑

英
樹
銀
行
自
成
立
及
世
襲
毘
過
程
に
就
い
て

五
八
五

第
四
税

λ 
宜

修
二
十

λ
巻

MacpherSOll， ibid， vol. 1I. p目 660.
Macleod， ibid. vol. 1. p. 450 
Rogers， The first nine~ years ot the Bank ()f England. p. ') 
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話

英
刷
銀
行
の
成
立
及
び
護
展
過
程
に
就
い
て

第
二
十
λ
巻

五E

五
入
大

第
四
掛

八
六

協
賛
無
く
し
て
政
府
仁
貸
上
「
る
こ
ど
を
禁
止
す
る
旨
の
規
定
が
法
律
の
中
に
姉
入
せ
ら
れ
る
こ
吉
、
な
っ
た
の

で
め
る
ピ
一
苫
は
れ
て
ゐ
る
。
後
者
は
英
蘭
銀
行
の
設
立
は
共
和
闘
へ
一
歩
近
づ
〈
も
の
で
め
る
己
考
へ
た
、
蓋

L

銀
行
Z
専
制
王
国
正
は
繭
立
せ

5
る
も
の
さ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
z

第
五

英
蘭
銀
行
の
成
立
及
び
噸
税
法

Andreadと5，ibid目 p目 69・
Macleo.~'.--.，i~id. ~~1... I~ P・44a. Andreades. ibid. pp・70-7'・
是等口昔fUI耳金位 CivilList白中より主怖はれた。
此0中に Mary女王由申込ー碕留があった。
Hogers， ibid. -p. 2 

以
上
過
ぺ
し
如
き
誇
な
の
反
劃
論
が
持
論
を
刺
戟
し
た
る
こ
ピ
は
勿
論
叉
そ
れ
は
嘗
時
上
院

Z
S自
民

r=e

e
f
形
付
ワ
て
ゐ
た
土
地
所
有
者
遣
の
聞
に
大
な
る
法
怖
の
念
を
惹
き
起
さ
し
め
、
議
曾
に
於
て
も
反
割
論
盛
ん
に

一
時
案
の
蓮
命
は
非
前
に
気
遣
は
る
べ
き
妖
態
に
ゐ
h
し
も
漸
〈
半
じ
て
雨
院
を
通
過
し
且
つ
極
積
院
に
於
て
も

冨

uq
女
王
の
御
前
に
於

τ激
烈
な
る
論
戦
の
後
日
抽
出
却
し
噺
諦
叶
O
P
E官
〉
巳
は
一
六
九
四
年
四
月
二
十
五
日
に

裁
可
を
得
紘
に
英
蘭
銀
行
の
成
立
は
確
定
し
た
の
で
あ
る

U

そ
-
』
で
資
本
の
募
集
は
同
年
六
月
二
十
一
日
よ
h
J

民
耳
2
2・
n
Eヌ
-
に
於
て
開
始
せ
ら
れ
、
勝
宵
#
を
挺
川
糊
す

る
骨
凋
に
最
初

ω三
日
川
附
は
百
磁
に
付
二
勝
十
志
、
第
四
日
は
同
じ
〈
一
一
筋
、
以
下
順
次
日
々
五
士
山
宛
遮
滅
す
る
割

戻
金
が
支
捌
は
れ
た
凶
最
初

2
一
日
間
の
鹿
募
額
は
六
十
高
磁
に
違
九
七
月
二
日
に
申
込
額
は
満
額
に
達
し
も

七
月
十
日
路
募
者
の
中
よ
b
選
ば
れ
て
巴
叫
」
o
E
E
E
E
E
は
総
裁
に
富
山
ngoH
の
&
時
々
は
副
紬
裁
に
就

任
し
翌
十
一
日
に
最
初
の
重
役
ニ
十
四
人
が
選
悲
せ
ら
れ
、
計
査
若
君
主
U
E
H
V
H
2
E
P
は
共
の
一
人
で
あ
う

た
。
七
月
二
十
七
日
英
闘
銀
行
設
立

ω惚
許
般
会
布
せ
ら
れ
、
英
闘
銀
行
の
成
立
は
訟
に
於

τ形
式
的
に
も
賞
質

的
に
も
確
定
せ
ら
れ
る
噂
」
正
、
な
っ
た
叩

2o) 
26) 
27】
28) 
20) 



比
の
記
憶
せ
ら
る
べ
き
一
六
九
四
年
は
束
印
度
曾
枇
仁
闘
す
る
諸
規
定
が
措
置
改
せ
ら
れ
た
年
で
め
ち
、
叉
初
め

て
投
機
的
熱
狂
が
会
闘
を
襲
ふ
た
年
で
あ
っ
て
後
年
見
る
が
如
き
諸
々
の
現
象
は
銑
に
蛍
時
に
於
て
現
は
れ

τゐ

た
の
で
ゐ
品
。
唯
後
年
の
そ
れ
に
比
し
異
晶
一
知
は
前
者
が
資
金
の
保
裕
大
な
る
際
に
生
十
る
に
反
し
級
者
は
数
年

間
の
巨
額
の
戦
曲
賞
金
要

L
E貨
の
非
常
な
る
快
乏
を
来
せ
し
時
に
品
目
生
せ
し
こ
ご
で
あ
る
目

次
に
噸
税
法
の
内
容
を
概
観
し
英
蘭
銀
行
成
立
の
法
的
基
礎
を
明
炉
に
す
る
で
あ
ら
う
。
ヅ
u
E仰
向
ゆ
〉
巳
は
詳

L
〈
は
=
〉
ロ
〉
2
m
U円
四
日
ロ
民
ロ
間
同
O
H
F
m円円宮川
ι
g
z
g
u
m百
円
包
囲
巳
E
E
m回
同
)
ロ
民
自

zmoロ
叶
。
ロ
ロ
山
間
ぬ

Oロ
ωrqω

日
ap

《凶ぐ日切内
}
2
・
E
H
ι
E唱
。
ロ
町
内
mw円mr切
巴
巾
釦
ロ
ロ

OHro円]向山
E
U
B
同C
円
ωめ
の
ロ
巴
ロ
問
ハ
2
E
H口
町
内
n。
E
H
U
E
d
u
E
m口
氏
自
凶
ぐ
E
T

官
官
P
E
F
O
白
E

R
昨
日
E
見
。
ロ
包
、
同
O
E
n『目以内ロ
0
5
自

ω
E
}
]
g
-
5
S江]『

E

S
ロ
00
岳
命

mc目
。
『
町
内
岬
町
内
ロ

r
zロ
品
目
品

S
Oロ
自
口
弘
ω

』

UOEMm凶ω
仲

04匂
MWEωnhw口
可
山
口
問
。
口
同
日
目
当
巳
仰
向
弘
ロ
且
明
日
ロ
no---
ピ
稀
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o

而

L
τ
裳

ω第
一
保
よ
り
第
十
七
僚
迄
は
諸
々
山
租
税

ω金
額
、
徴
牧
方
法
及
び
期
間
等
租
税
の
賦
課
徴
般
に
閲
す

る
諸
規
定
を
合
み

U

第
寸
七
係
以
下
第
一
ニ
十
二
俄
迄
が
英
蘭
銀
行
的
成
立
仁
闘
す
る
諸
規
定
で
あ
る
o
第
三
寸
二
一

僚
以
下
は
残
額
三
十
高
磁
を
貸
上
げ
た
る
者
に
奥
へ
ら
る
べ
き
年
金
に
就
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
以
下
英
蘭
銀
行

成
立
に
閲
す
る
主
要
な
る
諸
規
定
を
見
る
-
』
古
、
す
る
。

}
 

パ
い
封
働
時
費
と
し
て
百
五
十
高
磁
白
中
百
二
十
高
磁
を
貸
よ
「
る
者
に
劃
し
て
は

4
Z
の
9
0
『
ロ
司
法
円
四
円
05]日
ミ
え

F
O
出血

b
r
o片

岡
回
也
自
白
と
稗
す
る
脅
枇
を
組
織
す
る
こ
と
を
得
、
而
し
て
同
合
祉
に
謝
し
て
は
政
府
よ
り
年
甑
高
砂
M
L
奥
ふ
ベ

L
(
第
二
十
能
)

川
英
蘭
融
行
は
普
調
官
枇
の
控
冊
以
外
に
土
地
帯
且
刊
日
其
の
他
凡
ゆ
る
世
襲
財
産
を
個
人
の
差
別
止
同
様
に
所
有
L
、
そ
れ
よ
町
生
ず
る
賀
子
、
小

混

施

J、
七

英
刷
銀
行
自
成
立
及
び
改
良
過
程
に
就
い
て

務
二
十
λ
巻

第
酬
杭

Thλ
七

Andrearl白.ibict. p. 74 
Macphe!son~ _ibid.. ¥>'01. II. p. 66r 
Ma.-]eod~ ibict. voL I. p. 452. Rogers. lbiil. p. 5 
貸上金 L1.2由。∞に到する 8区内利子 I96 .000 主制持費 "~ 4∞。止の
合計である。
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詑

英
胸
融
行
の
成
立
R
A
W
げ
賞
展
過
程
に
就
い
て

八/、

苑

第
二
十
凡
悠

五
八
λ

第
四
蹴

作
科
轄
を
享
受
す
る
ζ

と
を
得
、
備
共
白
神
祭
は
闘
技
す
る
乙
と
を
得
4
L
(
第
二
十
踊
}

れ
り
融
行
ほ
鵠
替
手
形
。
曜
刷
、
噛
金
銀
自
麗
民
、
一
定
自
崎
件
J
V
下
に
商
品
在
摺
保
と
し
て
貸
阻
止
な
す
こ
と
を
得
、
其
白
他
銀
行
所
有
の
土
地

よ
り
止
ず
る
産
物
量
斑
却
す
る
乙
と
を
得
(
第
エ
十
凡
蹄
}

向
但
し
其
の
直
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を
問
は
ず
商
品
を
自
ら
賢
明
且
し
或
は
他
人
を
し
て
銀
行
白
馬
に
商
品
の
斑
買
を
な
さ
し
む
る
と
と
を
銭

ず
、
若
L
之
に
反
す
る
時
は
商
品
倒
椅
由
一
Z
情
白
闘
A

曜
を
科
せ
ら
る
べ

L
(第
ニ
+
士
協
)

川
銀
行
は
百
二
十
高
唖
を
超
過
し
て
債
務

E
負
ひ
互
は
保
障
を
拠
へ
る

E
を
許
さ
干
但
L
鵠
曾
白
法
律
に
よ
り
臨
め
ら
れ
た
る
時
位
此
白
限
に

非
ず
@
此
出
制
酬
を
問
地

L
て
債
務
を
負
ひ
た
る
場
A
A
M

併
株
主
同
各
自
側
々
の
拍
力
r
h

臨
ピ
て
其
自
賛
会
負
ふ
ベ
脅
も
の
-
と
す
(
第
二
十
六
陥
)

間
如
何
な
る
人
命
に
劉
L
艶
行
せ
ら
れ
た
る
手
形
也
市
壇
場
に
よ
り
脚
踊
拙
泊
す
る
こ
と
を
待
(
第
二
十
九
傑
)

川
品
行
出
議
官
白
許
可
な
〈
王
領
地
を
雌
入
し
又
は
皐
帝
に
貸
よ
げ
し
場
合
鋭
行
目
貸
上
金
竺

-E闘
の
倒
格
を
浪
牧
せ
ら
る
ベ
し
{
第
三
十
路
)

町
凡
て
白
副
金
は
政
府
よ
明
典
へ
ら
る
べ
告
十
高
時
四
中
よ
リ
支
出
せ
ら
る
ベ

L
(第
三
十
一
日
時
)

某山
Ud

仰
説
立
の
手
刷
酬
に
闘
す
る
諸
規
定
を
掛
「
れ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

川
λ
月
一
日
以
前
の
本
闘
入
、
件
圃
人
及
川
ν

諸
々
白
品
目
私
法
人
よ
り
白
申
込
を
曇
理
す
る
岱
に
奮
闘
を
任
命
す
d

し
(
第
二
十
蹄
)

幻
八
月
一
日
迄
に
費
本
金
白
半
額
り
申
込
あ
ら
ざ
る
時
は
胞
募
者
白
骨
祉
を
組
織
す
る
を
許
さ
ず
(
第
二
十
宜
保
}

り
一
人
に
て
ニ
高
砂
以
よ
D
E
申
込
を
な
す
と
と
を
得

f
、
申
込
と
同
時
正
其
白
四
分
自
一
を
抑
込
み
残
額
H
一
六
九
五
年
一

H
-
日
迄
に
抑
込
む

ベ
L
、
若
し
残
額
。
抑
込
危
な
き
ピ
る
時
は
最
初
白
梯
込
は
側
枇
た
る
べ
し
(
第
二
十
三
峰
)

川
一
六
九
百
年
一
且
一
日
畠
に
百
二
十
両
壁
面
の
抑
込
が
な
さ
れ
ぎ
る
時
は
捌
込
金
に
封
L
m
w瓜
由
利
息
が
支
冊
は
る
べ
し
。
一
七

O
五
年
A

H
一
日
叫
後
一
ヶ
年
岡
田
諜
骨
量
以
て
其
由
貸
上
金
全
部
償
還
せ
ら
れ
る
主
同
時
に
曾
枇
同
消
滅
に
臨
す
べ
し
(
第
二
十
一
揖
)

等
の
規
定
が
あ
る
。

契約問日後3ヶ月以内に遅滞せられTれほ1I.:17J揖保IC紐仇せられた商品を宜

却するととを得る主ぃ去、臨件u

;14) 



英
の
他
英
蘭
銀
行
は
共
の
曾
枇
な
る
が
故
に
賦
奥
せ
ら
れ
し
特
櫨
例
へ
ば
役
員
選
奉
に
闘
す
る
規
定
、
曾
枇
財

産
の
濁
立
、
原
告
及
び
被
告
己
な
る
の
能
カ
、
及
び
英
国
の
一
般
法
律
に
反
せ

F
る
限
b
規
則
を
制
定
[
得
る
権

利
ザ
の
特
一
慨
を
除
り
ば
特
じ
共
闘
銀
行
な
る
が
放
に
奥
へ
ら
れ

L
特
権
古
も
者
山
慨
す
ぺ
き
も
の
は
僅
に
第
二
十
僚

に
規
定
せ
ら
れ
た
る
土
地
誌
の
他
凡
ゆ
る
世
襲
財
産
を
個
人
の
場
令
官
同
様
に
所
有
し
号
れ
よ
h
生
宇
品
質
子
、

小
作
料
等
を
享
受
す
る
を
得
る
に
過
ぎ
守
し
て
事
費
殆
ド
と
か
、
る
特
権
な
し
ど
い
ふ
も
敢
て
過
言
一
で
は
な
い
の
で

あ
る
o

郎
ち
先
づ
其
の
設
立
ド
就
い
て
も
英
闘
銀
行
は
其
濁
占
的
地
位
を
確
保
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。
卸
ち
後
年

見
る
が
如
昌
英
蘭
銀
行
が
存
縦
せ
る
限
ち
法
律
に
よ
b
て
他
の
銀
ω引
が
設
立
せ
ら
る
、
を
禁
止
す
る
ピ
レ
ふ
が
如

量
規
定
は
存

L
℃
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o
真
に
銀
行
幹
悼
の
畿
行
に
就
い
て
も
最
初
よ
h
滴
占
的
地
位
を
占
め
て

ゐ
た
の
で
は
な
〈
若
[
廿
君
臨
銀
行
が
欲
す
る
な
ら
ば
政
府
に
劃
す
る
貸
上
金
額
を
超
過
せ

F
る
限
b
扱
行
す
る
を

得
る
ピ
い
ふ
に
止
ま
h
他
の
諸
銀
行
の
銀
行
券
俊
行
を
禁
止
す
る
古
い
ふ
が
如
き
規
定
は
全
然
存
在
し
て
ゐ
な
炉

っ
た
。
新
〈
の
如
(
英
蘭
銀
行
は
其
の
創
立
嘗
耐
に
於
て
は
何
等
調
占
的
色
彩
を
有
す
る
特
植
が
認
め
ら
れ

τゐ

な
か
っ
た

ι
t
は
、
他
の
欧
洲
大
陸
に
於
り
る
諸
銀
行
E
比
較

L
て
重
大
な
る
相
濯
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
云
ふ

こ
Z
が
出
来
ム
。

新
(
の
如
〈
英
蘭
銀
行
は
共
的
創
設

ω
際
に
は
何
等
調
占
的
色
彩
を
有
し
て
ぬ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
其
の
後

政
府
ピ
の
関
係
を
漸
次
密
接
に

L
事
あ
る
毎
に
政
府
に
封
し
忠
勤
を
怠
ら

g
h
t結
果
其
の
特
権
的
地
位
が
被
立

せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
其
の
特
格
的
地
位
は
如
何
に
し
て
確
立
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

蹟

弗

英
薗
銀
行
自
成
立
及
世
襲
展
過
程
記
就
い
て

第
二
十

λ
巷

五
λ
九

節
凹
腕

λ 
ブι

Macpherson. ibid. voJ. 11. pp. 660-661目

Andreades. ibid. p. 83. Philippovoich， ibid. p. 5. Introduction by H. 
S. Foxwell 
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鼠

英
繭
銀
行
凶
成
立
及
び
斑
展
過
程
に
就
い
て

ゴι
O 

第
二
十
八
巻

耳E

五
九
O

第
四
鵠

ら
う
か
?
・

此
的
問
題
を
考
察
す
る
に
先
立
も
術
少
し
〈
補
足
す
べ
き
勅
が
残
苫
れ
て
ゐ
る
。
以
下
簡
単
に
之
を

述
べ
る
こ
己
、
す
る
。

英
醐
銀
行
の
資
本
金
は
全
部
政
府
に
貸
上
げ
ら
れ
、
之
に
調
!
政
府

ω
袋
行
什
-1n公
債
は
英
閥
抗
初
的
永
遠
公

債
で
あ
一
っ
た
ご
一
誌
は
れ
て
ゐ
る
が
w

然
l
共
の
全
部
が
現
金
に
て
政
府
に
貸
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
〈
現
金
に
て

貸
上
げ
ら
れ
し
は
百
二
十
高
時
間
の
中

8
ま
に
し
て
礎
額
は
銀
行
券
支
梯
は
れ
た
り
で
ゐ
る
o

蓋
[
事
質
に
於

て
政
府
け
必
要
な
b

額
は
七
卜
二
高
傍
に
過
ゲ
や
此
総
川
市
持
傾
阿
十
人
時
間
は
縦
締
持
仁
流
地
品
川
市
心
持
じ

均

残
さ

μτ
ゐ
た
か
ら
で
の
る
o

そ
は

t
h
ゐ
れ
、
右

ω
規
定
に
よ
れ
ば
政
府
い
備
上
金
ー
一
七
れ
五
年
挺
越
せ

ら
れ
る
附
は
英
蘭
銀
行
の
特
備
は
一
七

O
六
年
限
停
止
せ
ら
る
べ
き
こ
ご
、
な
っ
て
九
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す

常
時
有
識
階
級

ω
人
々
は
政
府
が
か
、
る
便
宜
な
曾
祉
を
消
滅
せ
し
む
る
で
め
ら
，
ヲ
な
刊
と
ど
は
決
1
7
考
へ
て
ゐ

な
か
っ
た
Z
い
ふ
-
』
ご
は
注
目
す
べ
き
事
質
で
ゐ
る
。

Rogers. ibid. P・18.

Rogers. ibid. p. 20・
Rogers. ibid. p. 18 
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